
◎地方税法等の一部を改正する法律 
（平成一七年三月二五日法律第五号）   

一、提案理由（平成一七年三月二日・衆議院総務委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案

理由とその要旨について御説明を申し上げます。 

 現下の経済財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあ

るべき税制の構築に向けた改革の一環として、定率減税の縮減、所得譲与税の増額、法

人事業税の分割基準の見直しなどを行う必要があります。 

 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 

 その一は、住民税の改正であります。個人住民税において平成十一年度から実施して

おります定率減税を、現行の二分の一に縮減することといたしております。この改正は、

平成十八年度分の個人住民税から適用することといたしております。 

 その二は、所得譲与税の改正であります。税源移譲につきましては、平成十八年度税

制改正において、所得税から個人住民税への抜本的な税源移譲を実施することとしてお

り、平成十七年度におきましては、所得譲与税により税源移譲を行います。平成十七年

度の所得譲与税は、国庫補助負担金の改革内容を踏まえ、一兆千百五十九億円を都道府

県及び市町村に譲与することといたしております。 

 その三は、事業税の改正であります。法人事業税の分割基準につきまして、各都道府

県内における法人の事業の規模等をより的確に反映させる観点から、見直しを行うこと

といたしております。 

 その他、非課税等特別措置の整理合理化等を行うとともに、国有提供施設等所在市町

村助成交付金等について所要の改正を実施することといたしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一七年三月八日） 

○実川幸夫君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきま

して、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、定率減税の縮減、所得譲与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し、個人

住民税に係る人的非課税の範囲の見直し等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月二日麻生総務大臣から提案理由の

説明を聴取した後、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑に入り、翌三日及び本日質疑

を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本

案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年三月八日） 



 政府は、地方自治体への税源移譲こそが地方財政の自立に向けた改革の出発点である

ことにかんがみ、地方における歳出規模と地方税収入との乖離を縮小する観点に立って、

三兆円の税源移譲はもとより、国と地方の税源配分の在り方を抜本的に見直すことによ

って地方税源の充実確保を図り、もって、地方が自らの判断と自らの財源によって創意

工夫に富んだ地域づくりを行える個性豊かで活力に満ちた地域主権型社会への転換を図

ることについて十分配慮すべきである。 

三、参議院総務委員長報告（平成一七年三月一八日） 

○木村仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実

現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、定率減税の縮減、所得譲

与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、地方の補助金改革案に対する政府の対応、義務教育費国庫負

担金に関する中央教育審議会の結論の取扱い、定率減税の縮減・廃止と景気や国民の生

活実態、六十五歳以上の者に対する非課税限度額の廃止の是非、地方公共団体の監視機

能の強化等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川春子委員、社会

民主党・護憲連合を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられ

ました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議が付せられております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年三月一七日） 

 政府は、国民がゆとりと豊かさを実感できる個性と活力に満ちた地域主権型社会への

転換を図ることができるよう、左記の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、地方税は地方公共団体の重要な自主財源であることにかんがみ、地方分権改革の進

展に対応し、課税自主権を尊重しつつ、地方が自らの判断と財源によって創意工夫に

富んだ地域づくりを行えるよう、地方における歳出規模と地方税収入との乖離を縮小

する観点から、税源移譲を含め国と地方の税源配分の在り方を抜本的に見直し、地方

税源の拡充強化を図ること。 

二、地方への税源移譲については、税源偏在の少ない安定的な地方税体系を確立する方

向で改革を進め、地方公共団体の裁量権・自主判断権を拡充すること。また、適正な

徴収を確保するための体制整備に努めること。 

三、税制の簡素化、税負担の公平化を図るため、非課税等特別措置について引き続き見

直しを行い、一層の整理合理化等を推進すること。 



  右決議する。 


